
 
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（島根３号炉 

設置変更許可）【７】 

２．日 時：令和４年９月１６日 １１時００分～１１時４０分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｃ会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者（※・・・ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

小林主任安全審査官、皆川主任安全審査官、岩崎安全審査官、伊藤原子

力規制専門員 

システム安全研究部門 

柴技術研究調査官 

シビアアクシデント研究部門 

塚本主任技術研究調査官※ 

 

事業者： 

中国電力株式会社 

電源事業本部 部長（原子力安全技術） 他４名 

電源事業本部 炉心技術グループ 副長 他３名※ 

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 

炉心設計部 チーフスペシャリスト  

 

５．要旨 

（１）中国電力株式会社から、島根原子力発電所３号炉の設置変更許可申請書

のうち、炉心解析等に用いる解析コード（LANCR/AETNA）について、令

和４年９月１４日の提出資料に基づき説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、引き続き資料を確認し、必要に応じて指摘等を行っ

ていく旨を伝えた。 
 
（３）中国電力株式会社から、了解した旨の回答があった。 

 

 なお、本ヒアリングについては、事業者から一部対面での開催の希望があった

ため、「まん延防止等重点措置の解除を踏まえた原子力規制委員会の対応」（令和

４年３月２３日 第７３回原子力規制委員会 配布資料２）を踏まえ、一部対面で

実施した。 

 

６．その他 

提出資料： 

なし 

  


